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 （注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２ 売上高には消費税等は含めておりません。 

３ 第88期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」 

  （企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第88期

第３四半期連結
累計期間 

第89期
第３四半期連結

累計期間 
第88期

会計期間 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成23年
４月１日 

至平成23年 
12月31日 

自平成22年
４月１日 

至平成23年 
３月31日 

売上高（百万円）  459,325  450,732  583,019

経常利益（百万円）  18,845  13,435  18,746

四半期（当期）純利益（百万円）  9,193  5,011  6,164

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 9,968  5,069  8,908

純資産額（百万円）  111,753  113,372  110,310

総資産額（百万円）  370,024  364,346  348,394

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 36.63  19.99  24.57

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 36.55  19.95  24.52

自己資本比率（％）  29.7  30.8  31.3

回次 
第88期

第３四半期連結
会計期間 

第89期
第３四半期連結

会計期間 

会計期間 

自平成22年
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成23年
10月１日 

至平成23年 
12月31日 

１株当たり四半期純利益金額 

（円） 
 15.45  1.89

２【事業の内容】
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 当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績および財政状態などに影響をおよぼす可能性のあ

るリスクについて、重要な変更および新たに発生したものはありません。   

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。 

１．業績の状況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響に加え、欧州債務問題の長期化を

背景とした海外景気の下振れや円高の進行、株価の低迷などにより、期間を通して厳しい状況で推移しまし

た。また、先行きについても依然として不透明な状況にあります。 

食品業界におきましては、震災によるサプライチェーンの寸断や電力の制約に加え、原材料や燃料高による

原価圧迫などにより厳しい環境が続きました。 

酪農乳業界におきましては、一昨年夏の記録的な猛暑の影響などから、生乳生産量の減少が続き、牛乳・乳

製品の需給は逼迫した状態で推移しました。 

このような環境のもとで、当社グループは、震災で被災した製造拠点の復旧などサプライチェーンの早期立

て直しをはかることで、牛乳やヨーグルトをはじめとする生活必需品の継続的な供給に努めました。一方で、

引き続きお客さまのニーズに応えた商品の開発、改良および各部門における徹底したローコストオペレーショ

ンに取り組みました。 

しかしながら、上記のとおり震災や夏場の天候などの影響を受け、当社グループの連結売上高は、前年同期

比1.9％減の4,507億３千２百万円となりました。 

連結の利益面では、売上減少や原材料をはじめとする原価上昇の影響から、営業利益は前年同期比29.8％減

の132億６千１百万円、経常利益は前年同期比28.7％減の134億３千５百万円となりました。四半期純利益につ

きましては、特別損失に震災による損失10億円、また効率的な生産体制の構築を目的とした設備集約のための

費用16億円を計上したこともあり、前年同期比45.5％減の50億１千１百万円となりました。 

 セグメントの状況（セグメント間取引消去前）は次のとおりです。 

（1）食品事業（市乳、乳製品、アイスクリーム、飲料など） 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は4,347億３千万円（前年同期比1.9％減）となり、また、営業利

益は173億９千８百万円（前年同期比23.7％減）となりました。 

（2）その他の事業（飼料、プラント設備の設計施工など） 

 その他の事業につきましては、売上高は210億１千２百万円（前年同期比4.7％増）となり、また、営

業利益は25億６千６百万円（前年同期比3.9％減）となりました。 

なお、提出会社の管理部門にかかる費用など事業セグメントに配賦していない全社費用が61億７千７百万円

あります。  

   

２．事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は以下のとおりです。 

会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

(1)基本方針の内容 

 当社は、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき

行われるべきものであり、株式の大量買付等であっても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するもので

あれば、これを一概に否定するものではありません。 

 しかしながら、株式の大量買付等の中には、その目的などから見て企業価値ひいては株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討しある

いは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企

業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

 とりわけ、当社の企業価値の源泉は、「乳」の優れた力を最大限に活用する商品開発力と、食品の提供を

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態及び経営成績の分析】
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通じて培ってきた信用とブランドにあります。これらが、株式の大量買付等を行う者により中長期的に確保

し、向上させられなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

 こうした事情に鑑み、当社株式に対する大量買付等が行われた際に、株主のみなさまがかかる大量買付等

に応じるべきか否かを判断し、あるいは当社取締役会が株主のみなさまに代替案を提案するために必要な情

報や時間を確保したり、株主のみなさまのために交渉を行うことなどを可能とすることで、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に反する大量買付等を抑止するための枠組みが必要であると考えております。 

  

(2)基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み 

 当社は、第84期事業年度に係る当社定時株主総会における株主のみなさまの承認に基づき、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応

策（買収防衛策）（以下「旧プラン」といいます。）を導入いたしました。旧プランの有効期間は、平成22

年6月29日開催の当社第87期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の終結の時までとされておりまし

たが、当社は、本総会において株主のみなさまの承認をいただき、旧プランの内容を一部変更した上、当社

株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新いたしました。（以下、更新後のプランを「本プ

ラン」といいます。） 

 本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主のみなさまが適切な判断をするために必

要・十分な情報と時間を確保するとともに、買付者等（以下に定義されます。）との交渉の機会を確保する

ことなどにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。 

 具体的には、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はその提案（以下「買付等」とい

います。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し事前の情報提供を

求めるなど、上記の目的を実現するために必要な手続を定めています。 

 買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う場合、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合などには、当社は、買付者等による権利行

使は認められないとの行使条件および当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得で

きる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当

ての方法により割り当てます。 

 本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以

外の株主のみなさまに当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで

希釈化される可能性があります。 

  

(3)本プランの合理性 

 本プランは、大要下記のとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう合理的な内容を備

えたものと考えております。 

①株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

 本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主のみなさま

が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主のみなさ

まのために買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

②株主意思を重視するものであること 

 本プランは、当社株主総会において本プランに係る委任決議がなされることにより更新されました。 

 また、本プランには、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有

効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合、当

社の株主総会で選任された取締役により構成される当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議がな

された場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの存続の適否に

は、株主のみなさまのご意向が反映されることとなっております。 

③独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 本新株予約権の無償割当ての実施などの運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外有識者などか

ら構成される独立委員会により行われることとされています。これにより当社取締役会の恣意的行動を厳格

に監視いたします。 

 また、その判断の概要については株主のみなさまに情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 
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④第三者専門家の意見の取得 

 買付者等が現れると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができること

とされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっ

ています。 

  

３．研究開発活動 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は、36億５百万円であります。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。 

  

４．財政状態 

(1)貸借対照表の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産の部は、当四半期末が金融機関休業日であったことなどにより「受

取手形及び売掛金」や「現金及び預金」が増加したため、前連結会計年度末に比べ159億５千２百万円増の

3,643億４千６百万円となりました。 

 負債の部は、借入金は減少しましたが、当四半期末が金融機関休業日であったことなどにより「支払手形

及び買掛金」や「預り金」が増加したため、前連結会計年度末に比べ128億９千万円増の2,509億７千４百万

円となりました。 

 純資産の部は、「利益剰余金」の増加により、前連結会計年度末に比べ、30億６千１百万円増の1,133億

７千２百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の31.3％から30.8％となりました。 

(2)財務政策 

 当社グループは、運転資金および設備投資資金の調達に際しては、内部資金を基本としながら、金融機関

からの借入、コマーシャル・ペーパーの発行、社債の発行などの外部からの資金も利用しております。外部

からの資金調達につきましては、安定的かつ低利を前提としながら、将来の金融情勢の変化等も勘案してバ

ランスのとれた調達を実施しております。なお、当社（提出会社）は機動的な資金調達および当社グループ

全体の資金効率アップのため、金融機関14行と総額300億円のコミットメントライン契約を締結しておりま

す。  
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。 

  

  

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  720,000,000

計  720,000,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成23年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  253,977,218  253,977,218

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式で

あり、単元株式数は1,000株

であります。 

計  253,977,218  253,977,218 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数
（株） 

発行済株式
総数残高
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成23年10月１日～ 

平成23年12月31日 
 －  253,977,218  －  21,704  －  19,478

（６）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権８個)およ

び株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権２個)含まれ

ております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式624株が含まれております。 

②【自己株式等】 

  

  

該当事項はありません。  

（７）【議決権の状況】

  平成23年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 

普通株式 

 3,329,000

― ― 

(相互保有株式) 

普通株式   56,000
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

 248,206,000
 248,206 ― 

単元未満株式 
普通株式 

 2,386,218
― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数  253,977,218 ― ― 

総株主の議決権 ―  248,206 ― 

  平成23年12月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株) 

他人名義
所有株式数

(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 

森永乳業株式会社 

東京都港区芝五丁目33番

１号 
 3,329,000  －  3,329,000  1.31

(相互保有株式) 

株式会社サンフコ 

東京都千代田区鍛冶町 

１丁目８番３号 
 56,000  －  56,000  0.02

計 ―  3,385,000    －  3,385,000  1.33

２【役員の状況】

7



１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から

平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,459 12,501

受取手形及び売掛金 48,029 58,548

商品及び製品 24,765 26,100

仕掛品 789 949

原材料及び貯蔵品 6,649 7,516

その他 14,135 16,841

貸倒引当金 △1,003 △1,101

流動資産合計 103,825 121,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 69,839 67,877

機械装置及び運搬具（純額） 57,805 59,040

土地 72,388 73,840

その他（純額） 13,471 10,986

有形固定資産合計 213,504 211,745

無形固定資産 5,399 5,412

投資その他の資産   

投資有価証券 13,976 14,237

その他 11,885 11,821

貸倒引当金 △197 △226

投資その他の資産合計 25,664 25,833

固定資産合計 244,568 242,990

資産合計 348,394 364,346
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 57,586 69,558

短期借入金 8,782 4,560

1年内返済予定の長期借入金 5,716 5,430

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 3,857 1,261

未払費用 29,778 28,182

預り金 13,311 25,866

その他 9,538 9,681

流動負債合計 128,570 154,541

固定負債   

社債 60,000 50,000

長期借入金 28,031 25,374

退職給付引当金 11,333 11,469

その他 10,147 9,588

固定負債合計 109,512 96,432

負債合計 238,083 250,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,704 21,704

資本剰余金 19,442 19,442

利益剰余金 67,979 71,269

自己株式 △1,234 △1,240

株主資本合計 107,892 111,176

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,327 1,312

繰延ヘッジ損益 3 △3

為替換算調整勘定 △343 △352

その他の包括利益累計額合計 986 956

新株予約権 153 184

少数株主持分 1,277 1,054

純資産合計 110,310 113,372

負債純資産合計 348,394 364,346
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 459,325 450,732

売上原価 313,417 310,578

売上総利益 145,908 140,154

販売費及び一般管理費 127,017 126,892

営業利益 18,890 13,261

営業外収益   

受取利息 72 54

受取配当金 362 505

受取家賃 389 374

持分法による投資利益 144 113

その他 670 762

営業外収益合計 1,639 1,810

営業外費用   

支払利息 1,430 1,306

その他 253 329

営業外費用合計 1,684 1,635

経常利益 18,845 13,435

特別利益   

固定資産売却益 67 67

負ののれん発生益 115 218

補助金収入 294 140

その他 12 111

特別利益合計 489 538

特別損失   

固定資産処分損 301 194

公益財団法人ひかり協会負担金 1,332 1,298

減損損失 5 1,692

投資有価証券評価損 2,104 18

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 263 －

災害による損失 － 1,032

その他 14 443

特別損失合計 4,020 4,679

税金等調整前四半期純利益 15,314 9,294

法人税等 6,131 4,179

少数株主損益調整前四半期純利益 9,183 5,114

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9 103

四半期純利益 9,193 5,011
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,183 5,114

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,138 △14

繰延ヘッジ損益 △41 △6

為替換算調整勘定 △307 △22

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 △1

その他の包括利益合計 785 △45

四半期包括利益 9,968 5,069

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,057 4,981

少数株主に係る四半期包括利益 △88 87
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当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額並びに負ののれん

の償却額は、次のとおりであります。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当社（提出会社）及び連結子会社において当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の

税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率

を乗じて計算する方法によっております。  

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

１ 偶発債務 １ 偶発債務 

 債務保証   債務保証 

① ㈱サンフコの取引先に対する商品代金 百万円

について、債務保証しております。 

3    ㈱サンフコの取引先に対する商品代金 百万円

について、債務保証しております。 

2

② ㈱ミックの銀行借入 百万円について、債務

保証しております。 

140     

債務保証  計 百万円2

債務保証  計 百万円143   

２ コミットメントライン契約 

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金

融機関14行との間で、コミットメントライン契約を

締結しておりますが、当連結会計年度末において借

入は実行しておりません。  
   
コミットメントラインの総額 百万円 30,000

借入実行残高  〃 －

借入未実行残高  〃 30,000

２ コミットメントライン契約 

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金

融機関14行との間で、コミットメントライン契約を

締結しておりますが、当第３四半期連結会計期間末

において借入は実行しておりません。 
   
コミットメントラインの総額 百万円 30,000

借入実行残高  〃 －

借入未実行残高  〃 30,000

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

減価償却費 百万円 12,735 百万円 12,806

のれんの償却額  〃  94  〃 93

負ののれんの償却額  〃 152  〃 152
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

１．配当に関する事項 

配当金支払額  

２．株主資本の金額の著しい変動 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１．配当に関する事項 

配当金支払額  

２．株主資本の金額の著しい変動 

該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係）

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  1,756 利益剰余金   7 平成22年３月31日 平成22年６月30日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  1,754 利益剰余金   7 平成23年３月31日 平成23年６月30日
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                           （単位：百万円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料、プラント設備

     の設計施工、不動産の賃貸などが含まれております。  

   ２．セグメント利益の調整額△6,595百万円には、事業セグメントに配賦していない全社費用△6,099

     百万円、セグメント間取引消去△495百万円が含まれております。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                           （単位：百万円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料、プラント設備

     の設計施工、不動産の賃貸などが含まれております。  

   ２．セグメント利益の調整額△6,703百万円には、事業セグメントに配賦していない全社費用△6,177

     百万円、セグメント間取引消去△525百万円が含まれております。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報  

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

  「食品」セグメントにおいて保有している固定資産のうち、将来の使用が見込まれなくなった資産に

 ついて、減損損失を計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は1,692百万円であります。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

食品 

売上高           

外部顧客への売

上高 
       443,200        16,125        459,325  －          459,325

セグメント間の
内部売上高また
は振替高 

－        3,939        3,939

 

 

      

△3,939 －

計        443,200        20,064        463,264        △3,939          459,325

セグメント利益        22,816      2,669        25,486        △6,595        18,890

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

食品 

売上高           

外部顧客への売

上高 
 434,454  16,277  450,732  －  450,732

セグメント間の
内部売上高また
は振替高 

 275  4,734  5,010  △5,010  －

計  434,730  21,012  455,742  △5,010  450,732

セグメント利益  17,398  2,566  19,965  △6,703  13,261
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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 36 63 円 銭 19 99

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  9,193  5,011

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  9,193  5,011

普通株式の期中平均株式数（千株）  250,939  250,649

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 36 55 円 銭 19 95

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  553  598

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

 ────  ──── 

（重要な後発事象）

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている森永乳業株式会

社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、森永乳業株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。 

  

利害関係  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以 上 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成24年２月９日

森永乳業株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 大坂谷 卓  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 市瀬 俊司  印 

 （注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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